
第三者評価結果 コメント

Ⅰ－１－（１）－①　理念、基本方針が明文化され
周知が図られている。

ｃ

・法人としての運営方針・保育理念・保育目標
が定められ、園のホームページやパンフレット
には法人の保育理念、園の保育目標を明示して
いる。
・園では、多層階の園舎という特徴も踏まえ、
乳児と幼児の保育の整合をより高めていくため
に、保育理念への共通理解が重要だと考えてい
る。
・特に、乳児と幼児で異なりがちな自立支援の
観点から、巡回相談での指摘も踏まえ、保育理
念の周知と、「子どもの気持ちを大切にする」
具体策の共通理解を職員と進める取り組みを期
待する。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－２－（１）－①　事業経営をとりまく環境と経
営状況が的確に把握・分析されている。

ｂ

・法人本部からの経営を取り巻く環境や、経営
状況の情報が定期的に発信されており、それら
の把握や分析に努めている。
・法人内に保育事業部が設置されており、系列
保育園とのより積極的な連携も視野に入れてい
る。

Ⅰ－２－（１）－②　経営課題を明確にし、具体的
な取り組みを進めている。

ｂ

・重要な運営課題については、園長のリードの
もと法人本部とも連携を取り、丁寧な保護者対
応で真摯に解決に取り組んでいる。
・その他、キャリアアップ研修の参加環境や、
職員の全体会議や意思決定の機会についても、
徐々に環境を整えている。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－３－（１）－①　中・長期的なビジョンを明確
にした計画が策定されている。

ｂ

・法人として目指す10年間の中長期計画が作成
され、原則3年毎の見直しが行われ、法人として
人材育成と人材の確保、地域貢献、防災対策等
を整備している。
・園内では、法人計画に沿って運営が出来るよ
うにしているが、当該園に関わる中長期計画の
充実が期待される。

Ⅰ－３－（１）－②　中・長期計画を踏まえた単年
度の計画が策定されている。

ｃ

・中・長期計画を踏まえて、当該園の年度事業
方針が策定されているが、今後、当該園として
の年度の計画をより明確にしていくことが期待
される。
・法人の計画を踏まえて、全体的な計画は作成
しており、クラス別の保育計画、重要事項説明
書、年間指導計画との整合が図られている。

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果
（保育所、地域型保育事業）

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。



Ⅰ－３－（２）－①　事業計画の策定と実施状況の
把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解
している。

ｃ

・年度事業計画・事業方針については、今後、
行事の取り組みのみならず、当該園としての年
度の計画をより明確にしていくことが期待され
る。
・なお、行事の取り組みでは、評価と反省をし
て次回に活かせるようにしている。

Ⅰ－３－（２）－②　事業計画は、利用者等に周知
され、理解を促している。

ｂ

・事業計画に連動するものとして、重要事項説
明書や全体的計画を、園内の1階に掲示してい
る。保護者へ研修に参加した際の報告や、保育
の取り組み等を随時知らせている。

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組
第三者評価結果 コメント

Ⅰ－４－（１）－①　福祉サービスの質の向上に向
けた取組が組織的に行われ、機能している。

ｂ

・月1回全体での職員会議以外に、乳児会議・幼
児会議を実施している。職員会議では、市役所
からの定期巡回の内容をおろして、子どもに寄
り添った保育を具体的に話し合っている。
・こうした話し合いへの出席は、非常勤職員に
も参加を拡げるとともに、話しあいの内容や決
定したことの周知方法を明確にしたい。

Ⅰ－４－（１）－②　評価結果に基づき組織として
取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施
している。

ｂ

・今まで大きな行事後等で保護者アンケートを
実施したことがあるが、定期的に実施できてい
なかったため、今年度からは時期を決めて定期
的にアンケートの実施をし、保護者の意見を吸
い上げ、今後の保育園運営がより良くなるよう
進めていく考えを持っている。
・園で発生した事故については、保育事業部と
も連携し、保護者要望を受け、丁寧な懇談会、
説明会を重ね、アンケートも実施して開示する
など、園長・主任を中心に、真摯に向き合って
いる。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－１－（１）－①　管理者は、自らの役割と責任
を職員に対して表明し理解を図っている。

ｂ

・基本的な事は個々の職員に判断を任せている
が、判断に迷ったり気になることがあればすぐ
に話し合いの時間を設け、解決できるように進
めている。
・園長、主任、リーダーの職務分掌、係など役
割分担の設定について保育事業部とも連携し精
査してほしい。

Ⅱ－１－（１）－②　遵守すべき法令等を正しく理
解するための取組を行っている。

ｃ

・職員ガイドブックは全職員に配布し、接遇や
マナーについて読み合わせたり確認できるよう
にしている。
・職員の行動規範の徹底のため、必要に応じて
面談を行い、人権擁護チェックリストを全職員
で実施し、積み重ねている。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

Ⅱ　組織の運営管理
Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。



Ⅱ－１－（２）－①　福祉サービスの質の向上に意
欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

ｂ

・昼礼や職員会議、クラスの担任同士などで、
子どもたちにとってどういう保育をしていくこ
とが良いのか、常に話し合いをしている。
各々、保育観に違いはあるが、互いにすり合わ
せ職員優先ではなく、子ども優先に考えていけ
るよう話をしている。
・こうした話し合いに保育理念や保育目標を用
い、小さなグループの話し合いを重ねたい。
・また、第三者評価受審を契機に、園長が法人
の姉妹園に学ぶ機会を作り、運営の仕組みや、
園内研修などを吸収している。

Ⅱ－１－（２）－②　経営の改善や業務の実効性を
高める取組に指導力を発揮している。

ｂ

・必要な物品等は稟議書を提出購入している。
昨年までは連絡帳等手書きの書類が多かったが
ICT化に伴い、アプリを導入した事でパソコンや
スマホから入力が出来るようになり、職員の負
担軽減に繋がっている。休憩が取れるように声
をかけあったりしている。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－２－（１）－①　必要な福祉人材の確保・定着
等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施され
ている。

ｂ

・採用権限は園にあるが、新規職員の採用は、
法人内の系列園で連携して行っている。毎月1回
の園長会が設定されており、相談支援体制があ
る。
・職員の配置基準は国基準より余裕があり、処
遇条件も考慮されている点は、人材の確保に
とって強みとなっている。

Ⅱ－２－（１）－②　総合的な人事管理が行われて
いる。

ｂ

・本部も含めた園長と職員、非常勤職員の個人
面談は年に1回行われていたが、今年度からは年
2回実施する予定となっている。
・面談では業務に対する意見や要望、人間関係
に不安はないかなどを聞き取りしている。

Ⅱ－２－（２）－①　職員の就業状況や意向を把握
し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

ｂ

・有休の取得状況は平均的な取得状況であり、
園長がまとめて3か月ごとに本部へ報告してい
る。配置に余裕がある時は、保育を抜けて自分
の仕事が出来るようにしたり、突発的な休みで
も休みやすく働きやすい職場になっている。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。



Ⅱ－２－（３）－①　職員一人一人の育成に向けた
取組を行っている。

ｃ

・面談の機会が増えていることを活かし、個別
の目標・育成計画の作成・評価につなげるな
ど、法人と連携した組織的取組みとすることが
期待される。

Ⅱ－２－（３）－②　職員の教育・研修に関する基
本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されて
いる。

ｂ

・年度事業計画において、現在実施している職
員の教育・研修の取り組みを体系的に整理し、
基本方針と計画内容の明示が求められる。
・個別の重要課題を踏まえ、外部への研修参加
や外部講師を招いての虐待防止研修などに参加
している。
・参加が出来なかった職員には資料やまとめた
意見を配布し、全体へ周知出来るようにしてい
る。

Ⅱ－２－（３）－③　職員一人一人の教育・研修の
機会が確保されている。

ｃ

・職員全員に対して、参加した研修（内部、外
部）の実績の把握が求められる。
・キャリアアップ研修に参加できる職員リスト
を作成し、職員に周知しやすい環境を作ってい
る。

Ⅱ－２－（４）－①　実習生等の福祉サービスに関
わる専門職の教育・育成について体制を整備し、積
極的な取組をしている。

ｃ

・法人のつながりを活かし、長期休暇を活用し
たボランティアの受け入れを行い、初めてボラ
ンティアの受け入れとなった。
・今後、ボランティアや実習生受け入れの仕組
みづくりを、保育事業部とともに進めることが
期待される。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－３－（１）－①　運営の透明性を確保するため
の情報公開が行われている。

ｂ
個人情報保護の規定やプライバシーポリシーに
関してはホームページで公表している。

Ⅱ－３－（１）－②　公正かつ透明性の高い適正な
経営・運営のための取組が行われている。

ｂ

・第三者委員を設置し、保護者へ周知し、苦情
の受付や園の運営状況に対する助言、保育の様
子を見て助言を受ける機会を持っている。
・第三者委員による苦情受付の仕組みは、入園
案内にも明示し、24時間の連絡体制を整えてい
る。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域との交流を広げ
るための取組を行っている。

ｃ

・コロナ禍の影響で、地域との交流は本格始動
できていないが、今後の取組が期待される。
・なお、開園以来、5歳児は市内私立園の合同マ
ラソン大会に参加している。

Ⅱ－４－（１）－②　ボランティア等の受入れに対
する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

ｃ

・今後、ボランティアや実習生受け入れの仕組
みづくりを、保育事業部とともに進めることが
期待される。

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。



Ⅱ－４－（２）－①　福祉施設・事業所として必要
な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切
に行われている。

ｂ

・消防署とは年1回、遠足に行き、消防署の庁舎
見学を行っている他、警察署、医療機関などの
連絡先一覧表を事務所内に掲示している。
・近隣小学校との連携は、今後の課題と考えて
いる。

Ⅱ－４－（３）－①　地域の福祉ニーズ等を把握す
るための取組が行われている。

ｂ

・毎月身体測定を実施し、保育園機能を活かし
た取り組みをしている。
・一時保育の利用登録が40人と多く、利用希望
の問い合わせを多数頂いている。保護者が週3勤
務で幼稚園入園までのつなぎとして利用される
など、保護者のニーズが把握されている。

Ⅱ－４－（３）－②　地域の福祉ニーズ等に基づく
公益的な事業・活動が行われている。

ｂ

・コロナ前には、法人内の高齢者施設との交流
が実施出来ていた事例もある。今後、園内の環
境の落ち着きと共に、介護施設との交流の再開
を検討していきたいと考えている。

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－１－（１）－①　利用者を尊重した福祉サービ
ス提供について共通の理解をもつための取組を行っ
ている。

ｂ

・年度初めに虐待・不適切保育対応の研修を全
職員が受講している。
・研修の中で「子どもの人権を守るために」ど
のように意識をして子どもと関わっていくのか
を学び、職員間で共通の理解を持てるように取
り組んでいる。

Ⅲ－１－（１）－②　利用者のプライバシー保護に
配慮した福祉サービス提供が行われている。

ｂ

・法人では個人情報保護規定を定めており、職
員は入職時に理解を得る機会を設けている。保
護者へは入園時に説明をして承諾書の記名で同
意を得ている
・着脱は全裸にならないように上下を順番に行
い、プール時は、カーテンを利用して外部から
見えないように配慮している。
・おむつ交換時は、マットや手作りパーテー
ションの利用などの工夫をしているが、トイレ
の空間の狭さなどもあり、おむつ交換台の利用
などさらなる環境の改善等の検討に期待した
い。

Ⅲ－１－（２）－①　利用希望者に対して福祉サー
ビス選択に必要な情報を積極的に提供している。

ｂ

・利用希望者には、ホームページにて保育理
念、保育目標等の概要の他に、園舎の外観、園
庭の様子の写真を掲載して園の様子を知らせて
いる。
・メールでの質問にも対応し、園見学について
は、電話で希望者の受付をし、午前中の保育活
動を見てもらい、質問には随時丁寧な対応をし
ている。

Ⅲ－１－（２）－②　福祉サービスの開始・変更に
当たり利用者等に分かりやすく説明している。

ｂ

・入園が決定した家庭には役所から決定通知と
入園に必要な書類を送付され、園と日程調整を
して個別面談を実施している。面談時には重要
事項説明書に沿って説明をして、記名と押印で
同意を得ている。
・入園後の就労や園利用に関する変更に関して
も入園説明で行い、随時丁寧な対応をしてい
る。

Ⅲ－１－（２）－③　福祉施設・事業所の変更や家
庭への移行等に当たり福祉サービスの継続性に配慮
した対応を行っている。

ｂ

・転園児に関して施設同士の引継ぎは特にない
が、子どもが不安にならないようにクラスで写
真を入れたメッセージをプレゼントしたり、保
護者へはいつでも園に来てもらえるような言葉
かけをしている。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。



Ⅲ－１－（３）－①　利用者満足の向上を目的とす
る仕組みを整備し、取組を行っている。

ｂ

・電子アプリの導入により、アプリ機能を活か
して日々、連絡帳でのやりとりなどがスムーズ
になっており、毎日の保育の様子も配信してい
る。
・年に2回は、クラス懇談会を実施し、希望者は
保育参観も行っている。
・懇談会が充実した話し合いになるよう、事前
にアンケートを実施し、保護者の意見や質問を
取りまとめて懇談会に臨んでいる。

Ⅲ－１－（４）－①　苦情解決の仕組みが確立して
おり、周知・機能している。

ｂ

・保育内容に関する相談、苦情として重要事項
説明書に担当者を主任、責任者を園長として、
また、相談窓口として第三者委員名も記載して
おり、相談窓口の体制を整えている。

Ⅲ－１－（４）－②　利用者が相談や意見を述べや
すい環境を整備し、利用者等に周知している。

ｂ

・重要事項説明書を事務室の前に掲示して保護
者への周知を図り、懇談会の事前アンケートを
とったり、送迎時、挨拶など日頃のコミュニ
ケーションを大切にし保護者との関係つくりを
心掛けている。
・園に直接言いづらい事等は、第三者委員の24
時間ダイヤルの利用が可能となっており、苦情
解決の仕組みもフローチャートで分かりやすく
なっている。

Ⅲ－１－（４）－③　利用者からの相談や意見に対
して、組織的かつ迅速に対応している。

ｂ

・保護者から相談や意見が寄せられた際は、園
長、主任、担任が情報を共有し対応をしてい
る。
・苦情の内容によっては、本部や行政の担当課
へ報告し、組織的に情報を共有し迅速な対応を
行う仕組みがある。

Ⅲ－１－（５）－①　安心・安全な福祉サービスの
提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築さ
れている。

ｂ

・安心、安全な保育を実施するために、ヒヤリ
ハット報告書に環境やスタッフの問題点、それ
に対して改善点や対応策が記載され職員間で情
報を共有している。
・保育室や散歩などの外出時に安全に過ごせる
よう、玩具や机、ドアなど、さらに、公園での
遊具など安全点検を行い、職員間で情報を周知
共有している。

Ⅲ－１－（５）－②　感染症の予防や発生時におけ
る利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を
行っている。

ｂ

・子どもには、毎日の手洗い、うがいの指導を
行い、手洗い場には絵によって手洗いの手順が
わかるように掲示されている。
・法人が作成した感染症マニュアルを職員間で
周知、共有し、発症の兆しや、園内で発症した
場合は、アプリや事務室前のボードにて情報提
供を行い、感染拡大防止に努めている。

Ⅲ－１－（５）－③　災害時における利用者の安全
確保のための取組を組織的に行っている。

ｂ

・地震、火災、不審者対応の避難訓練も年間計
画の基に行われ、いざというときに対応できる
ように備えている。
・近くの川が氾濫した場合に備えて、氾濫を想
定した訓練を行っている。保護者に園庭にて引
き渡しを行い、二次避難所に移動の練習を今年
も8月に実施している。

Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。



Ⅲ－２－（１）－①　提供する福祉サービスについ
て標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提
供されている。

ｂ

・各種マニュアルは法人で作成しており、事務
室に保管されている。しかし、保育中にマニュ
アルが必要となった時に誰もがすぐに取り出し
活用できるように、マニュアルの一覧表の作成
や給食、健康、災害、安全、事故、怪我などの
種類別に分ける整備を検討されたい。

Ⅲ－２－（１）－②　標準的な実施方法について見
直しをする仕組みが確立している。

ｂ

・職員会議の中で出された意見は園長は本部へ
報告し、必要に応じて変更されたマニュアルは
職員間で会議やアプリで周知を図っている。
・園独自の手順書は、クラス会議やリーダー会
議などで協議をして内容は、主任や園長に報告
をしている。さらに、内容によっては職員会議
の中で検討し必要に応じて変更などを決定して
いる。

Ⅲ－２－（２）－①　アセスメントにもとづく個別
的な福祉サービス実施計画（個別支援計画）を適切
に策定している。

ｂ

・法人が作成した全体的な計画を基に園の全体
的な計画、歳児別の年間指導計画、月間指導計
画を作成している。
・0歳児～2歳児と幼児の配慮を必要とする子ど
もへは個別に指導計画を作成して丁寧な保育を
している。

Ⅲ－２－（２）－②　定期的に福祉サービス実施計
画（個別支援計画）の評価・見直しを行っている。

ｂ

・全体的な計画は、園長、主任、リーダーが職
員の意見を基に年度末に見直しを行い、評価、
反省を次年度の計画に活かせている。
・年齢別や個人の指導計画は担任が定期的に見
直しを行い、翌年度や翌月に反映させるように
している。

Ⅲ－２－（３）－①　利用者に関する福祉サービス
実施状況（個別支援計画）の記録が適切に行われ、
職員間で共有化されている。

ｂ

・園と家庭の連絡に電子アプリを利用してお
り、０歳児～２歳児は食事、排せつ、子どもの
様子などを双方が入力して職員間でも情報の共
有ができている。
・子どもの成長の記録は児童票に定期的に記載
され、日々の日誌に記載された子どもの状況は
児童票に記録として転記することもある。

Ⅲ－２－（３）－②　利用者に関する記録の管理体
制が確立している。

ｂ

・子どもに関する情報はパソコン内でも管理さ
れ、パスワードを設定して管理体制を確立して
いる。
・児童票や健康診断結果表など子どもの情報は
事務室の書棚で保管され、書類の保存と破棄に
ついては法人のファイリング基準に準じて行っ
ている。
・保護者への配信など電子アプリを利用してい
るが、登録されたパソコンや携帯電話のみ利用
できる体制となっている。

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保
Ⅲ－２－（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。



第三者評価結果 コメント

Ａ－１－（１）－①　保育所の理念、保育の方針や
目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域
の実態に応じて全体的な計画を作成している。

ｂ

・全体的な計画は法人の理念に基づき、保育所
保育指針に沿って適切に作成されている。ま
た、年度末に見直しを行い全職員に周知をして
いる。
・今後、全体的な計画を保護者に周知していく
方法などの検討を期待する。

Ａ－１－（２）－①　生活にふさわしい場として、
子どもが心地良く過ごすことのできる環境を整備し
ている。

ｂ

・子どもが毎日気持ちよく過ごせるように、換
気や温度、湿度、清掃などに配慮している。
・感染症対策として、室内入り口や手洗い場に
は石鹸液や消毒液が置いてあり、いつでも手洗
いや消毒ができるよう配慮されている。また玩
具の消毒も実施されている。
・安全チェックリストに沿って月に1回、安全面
や衛生面での安全点検が行われている。

Ａ－１－（２）－②　一人一人の子どもを受容し、
子どもの状態に応じた保育を行っている。

ｂ

・子どもの成育歴や家庭環境が個々によって異
なるため、一人ひとりの要求や気持ちを受け止
めながら保育をするよう心掛けている。
・朝の受け入れは、0歳児、1・2歳児、3歳以上
児などに分け、少人数での受け入れを行い連絡
事項や健康状態の把握に努めている。

Ａ－１－（２）－③　子どもが基本的な生活習慣を
身に付けることができる環境の整備、援助を行って
いる。

ｂ

・子どもの年齢や発達に合わせて、基本的生活
習慣（食事・睡眠・排泄・着脱など）が無理な
く身につくような言葉がけをしながら援助して
いる。
・箸への移行時期は3歳後半を考えているが、そ
の前に練習用の箸でビーズやモールをつかむ遊
びを取り入れるなど無理なく箸に移行できるよ
う配慮している。
・午睡から早く起きてしまった子や午睡をしな
い子については、個々の状況に応じて対応して
いる。
・保育士を国基準より多く配置しており、個々
の状態に応じた援助を心掛けている。

Ａ－１－（２）－④　子どもが主体的に活動できる
環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊かにする保
育を展開している。

ｂ

・室内外の活動に必要なルールについては、子
ども達に問いかけを行いながら理解ができるよ
うわかりやすく説明を行っている。
・園庭で遊ぶほか、乳児はほとんど毎日、幼児
は活動によって日数に限りはあるが散歩に出掛
け、身近な自然に触れる機会や経験が出来るよ
うに保育を展開している。

Ａ－１－（２）－⑤　乳児保育（０歳児）におい
て、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環
境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

ｂ

・保育室は温度や湿度に留意しており、段差の
ない畳スペースもありゆったり過ごすことがで
きるよう配慮している。
・指導計画については、月案と個人別の指導計
画を作成している。個別の担当制がとられ一人
ひとりの子どもの発達や興味に応じた関わりと
援助を行い愛着形成に努めている。
・0歳児は成長発達の開きが大きいので高月齢児
と低月齢児に分けて保育活動をするときもあ
る。

Ａ　個別評価基準
Ａ－１保育内容

Ａ－１－（１）全体的な計画の作成

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開



Ａ－１－（２）－⑥　３歳未満児（１・２歳児）の
保育において、養護と教育が一体的に展開されるよ
う適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮し
ている。

ｂ

・室内に午睡用の簡易ベッド（コット）や玩具
の収納棚などが設置され狭く感じるが、子ども
の活動内容によってコットや収納棚をサークル
でガードし、遊びの空間を確保するなど安心安
全な活動の展開が出来るように工夫している。
・いやいや期への対応として、昼会議を利用し
て子どもの様子（ひっかきやかみつきなど）を
職員で共有して保育を進めている。
・屋外遊びも目的に合わせて場所を選び、自然
物や虫などに触れる機会を増やしている。
・高さの低い本棚に絵本などが並べられ、収納
棚には玩具がケースに入っており、整理整頓さ
れているが、玩具の種類や数の設定、玩具別の
収納がわかるような工夫の検討を期待したい。

Ａ－１－（２）－⑦　３歳以上児の保育において、
養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を
整備し、保育の内容や方法に配慮している。

ｂ

・行事の取組みは、運動会など子どもがした
い、やりたいことを種目に取り入れたり、散歩
なども行き先や目的は子どもの意見を取り入れ
保育を進めている。
・3歳以上の3クラス全員で活動する遊びなどを
取り入れ、一緒に遊ぶ楽しさを共有するなど交
流を深めている。
・異年齢保育の計画の作成や、異年齢保育の意
義、ありかた、取り組みなどについて職員で話
し合う機会を設けるなど検討を期待したい。

Ａ－１－（２）－⑧　障害のある子どもが安心して
生活できる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

ｂ

・現在、障害を持ち支援を必要とする子どもは
在籍していないが配慮を必要とする子どもは数
名おり、市からの巡回相談の時にアドバイスを
受けたり各関係機関との連携を図り、子どもに
合わせた保育が出来るようにしている。
・障害のある子どもが入園した場合に備えて園
としてインクルーシブ教育など学ぶ機会を設け
ている。

Ａ－１－（２）－⑨　それぞれの子どもの在園時間
を考慮した環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

ｂ

・延長保育職員と連携を密にするため、日中の
子どもの様子や体調面などを伝え連絡漏れがな
いように配慮している。
・延長保育から翌日の早朝保育に伝達漏れがな
いように引継ぎノートが活用されている。
・クラスの玩具とは別に延長保育用の玩具が用
意されており、日中と同様に子どもたちがゆっ
たりと安心して過ごせるように配慮している
・保育時間の長い子どもに対して、延長保育担
当の職員が保育内容に共通意識をもって関われ
るように、延長保育の指導計画や延長保育日誌
の作成の検討にも期待したい。

Ａ－１－（２）－⑩　小学校との連携、就学を見通
した計画に基づく、保育の内容や方法、保護者との
関わりに配慮している。

ｂ

・保護者に対して保育要録についてお知らせ
や、就学を見据えた時期に面談を行い気持ちの
準備を促している。また、気になることがある
場合は、就学前相談を進めるなど保護者が相談
できる体制を整えている。
・入学前には保育要録を作成し入学先の小学校
に提出をしている。「保幼小連絡会議」に担任
が出席している。
・5歳児は年度後半に就学に向けて午睡時間を
徐々に短くしていき、小学校に向けて生活リズ
ムが作れるようにしている。



Ａ－１－（３）－①　子どもの健康管理を適切に
行っている。

ｂ

・入所時に個別面談を行い、家庭での様子や既
往歴などの記録を基に個々の健康状態を常に把
握している。また、登園の際には検温を行いそ
の日の子どもの健康状態の把握に努め職員間で
情報を共有している。
・乳幼児突然死症候群の予防として、睡眠
チェック（0歳児は5分ごと、1～2歳児は10分毎
ごと）を行い、呼吸や顔色などを確認し、記録
に残すなど健康管理に努めている。
・健康についてのマニュアルは現在作成中であ
り、保護者から体調面について問い合わせが
あった場合、誰でもすぐに伝えることができる
ような記録簿の作成にも期待する。

Ａ－１－（３）－②　健康診断・歯科健診の結果を
保育に反映している。

ｂ

・嘱託医による健康診断（年２回）歯科検診
（年１回）を実施し、結果はその日のうちに保
護者にアプリで知らせている。
・嘱託医による指導内容や配慮事項について
は、職員間で情報を共有し日々の保育に活かし
ている。個々について指摘事項があった場合
は、保護者に口頭で伝えるなど配慮をしてい
る。
・歯科検診時に５歳児については歯の健康につ
いて話をしてもらい、他のクラスにはリーフ
レットを配布するなどして興味関心を促してい
る。

Ａ－１－（３）－③　アレルギー疾患、慢性疾患等
のある子どもについて、医師からの指示を受け適切
な対応を行っている。

ｃ

・食物アレルギー疾患を持つ子どもの対応につ
いては、医師の指示書に従い園長、担任、給食
担当者、保護者とで面談を行い除去食の確認の
もと提供している。
・「保育園での食物アレルギー対応の流れ」が
作成されており、これを基に必要事項の加筆を
行いマニュアルの作成を期待したい。
・誤飲誤食を防ぎ安心して提供が出来るよう
に、調理員と配膳を行う職員で確認し担任も
チェックするなどチェック体制の構築を期待し
たい。
・除去食の有無に関わらず、アレルギー児専用
のトレー、ネームプレート、テーブル、テーブ
ル拭きを用意するなど、物的環境についても職
員で改善点の検討をしていくことが求められ
る。

Ａ－１－（４）－①　食事を楽しむことができるよ
う工夫をしている。

ｂ

・年間食育計画が作成されており、各年齢に合
わせた食への取り組みが行われている。
・近くの種屋に子どもたちが苗（ピーマン・オ
クラ・トマト・ナスなど）を買いに行きプラン
ターで育てている。野菜の成長を見ることで野
菜が身近に感じ取れるようにしている。
・クッキング（フルーツポンチやカレーライ
ス、おにぎり作り）を行うなど、友達と一緒に
楽しみ食への興味関心につなげている。
・子どもの体に合った机の高さや椅子には、両
足を床につけ安定した姿勢で食事ができるよう
足台を作成するなど配慮をしている。

Ａ－１－（４）－②　子どもがおいしく安心して食
べることのできる食事を提供している。

ｂ

献立は子どもの成長発達や栄養バランスを考え
て作成している。園長や主任、クラス担任が栄
養士と一緒に、献立内容、喫食状況、残菜量な
どを確認し、職員会議で献立の検討を行い、提
供が行われている。
・離乳食は、子供の成長に合わせて形態が変化
していく時に、食材チェック表を基に担任と調
理員で確認をしながら提供している。
・体調不良の子どもの場合には、担任が給食を
提供する時に喫食を控えるなど配慮している。
・日々検食をして問題があれば即時変更や調整
を行うようにし、美味しい給食が提供できるよ
うにしている。

Ａ－１－（３）　健康管理

Ａ－１－（４）　食事



第三者評価結果 コメント

Ａ－２－（１）－①　子どもの生活を充実させるた
めに、家庭との連携を行っている。

ｂ

・保育園での子どもの健康状態、生活や遊びの
様子は写真を撮りアプリで配信し、各家庭と連
絡を密に取りながら情報を共有している。
・園だよりやクラスだより、給食だより、保健
だよりなどを発行し保育園での取り組みや子ど
もの様子などを伝え、家庭との連携を取れるよ
うにしている。
・年度初めと年度終わりにクラスごとに懇談会
を実施している。
・コロナ禍で接触機会を減らしたことが契機と
なり、個人面談は希望者となっているが、子ど
もの理解を深めるためにも保護者全員と会話の
機会を持てるように個人面談の実施方法の検討
に期待したい。園としても面談のニーズを把握
している。

Ａ－２－（２）－①　保護者が安心して子育てがで
きるよう支援を行っている。

ｂ

・随時保護者からの相談に応じたり、必要に応
じて面談を行い丁寧に聞き取りをするなど、保
護者の不安や疑問に対応できるよう心掛けてい
る。
・保護者から担任に相談があった内容は、主
任、専門リーダー、園長に報告し、必要に応じ
て昼礼や職員会議などで共有するようにしてい
る。

Ａ－２－（２）－②　家庭での虐待等権利侵害の疑
いのある子どもの早期発見・早期対応及び虐待の予
防に努めている。

ｂ

・法人で「虐待対応マニュアル」を作成してい
る。こども家庭庁の「保育所等における虐待等
の防止及び発生時の対応等に関するガイドライ
ン」に準じて対応することになっている。
・第三者委員（24時間相談可能）の設置、「虐
待や不適切保育の相談・通報時の処理フロー
図」を作成し対応の流れなど職員や保護者に周
知し共有している。
・日々の子どもの様子や家庭での変化に注意を
払うとともに早期発見や予防に努めている。
・子どもの人権擁護について、改めて意識を高
め自分の保育を振り返るために、全国保育士会
作成の「人権擁護のためのセルフチェックリス
ト」を活用している。

第三者評価結果 コメント

Ａ－３－（１）－①　保育士等が主体的に保育実践
の振り返り（自己評価）を行い、保育実践の改善や
専門性の向上に努めている。

ｂ

・全体的な計画を基に、年間指導計画、月案、
週案が作成され、日案では保育実践活動の振り
返りと反省評価を行っている。また、年度末3月
に見直しを行い次年度につなげている。
・外部研修や講師を招いての園内研修を実施し
日々の保育に活かしており、研修に不参加の職
員には資料や概要を回覧している。
・資料回覧に加え、伝達研修が有効である。学
んだ事をアウトプットすることは、相手に伝わ
るコミュニケーション能力の向上にもつなが
る。また、聴講した職員は報告書だけでは読み
取れない内容を、目と耳で聞くことで理解をす
ることができる。季節に応じた保育活動に合わ
せ、伝達研修の実施に向けた検討を期待する。

Ａ－２　子育て支援

Ａ－２－（１）　家庭との緊密な連携

Ａ－２－（２）　保護者等の支援

Ａ－３　保育の質の向上

Ａ－３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）


